
委託仕様書 

１ 件名 

東京芸術祭 2023「まちなかプログラム」の制作運営業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から２０２４年１月３１日まで 

 

３ 履行場所  

 東京芸術祭実行委員会（以下、「当委員会」という。）の指定する場所 

 

４ 事業概要 

当委員会は、東京都が掲げる「東京文化戦略２０３０」を実現する中核的な機関として

東京芸術祭を実施している。東京芸術祭では、芸術祭を通じて芸術文化が果たす機能を都

民をはじめ多くの人に分かりやすく示すために、劇場以外でのプログラムを数多く実施し

てきた。東京芸術祭直轄事業「まちなかプログラム」では、劇場以外でのプログラムの実践

を通して、市民と舞台芸術の新たな接点を創出し、舞台芸術の新たな表現方法を生み出す

ことを目的に実施するプログラムである。 

事業内容の詳細は別添「事業計画書」を参照のこと。 

 

５ 委託内容 

当委員会は、東京芸術祭直轄事業「まちなかプログラム」を実施するため、下記の業務に

ついて委託する。 

（１） 事務局機能 

・事業全体を当委員会が指定する期間に管理監督する責任者を配置すること。なお、

事業責任者はアートプロジェクトの制作運営の経験を５年以上有したものとする。 

・事業責任者は事業全体を統括し、ディレクターとともに本事業の参加者やファシ

リテーターなどの選定に当たるとともに、制作進行を管理すること。また、当委員

会事務局およびアソシエイトディレクターと定期的に対面での打合せを行うこと。

（週に１回を目安とする） 

・責任者とともに事業を運営するための担当者を配置すること。配置する担当者は

３年以上のアートプロジェクトの制作運営の経験を有していること。 

・責任者および担当者は、ディレクターおよび当委員会事務局と定期的に打合せを

行うこと（週に１回を目安とする） 

・一般からの問い合わせに応じるための電話番号を設置すること。 

（２） 当委員会が指定するアーティスト、ファシリテーター等との連絡・調整・契約 

（３） 実施に向けたプログラムの進行管理 

（４） 交通、宿泊、保険等各種手配 



（５） 事業実施に必要なスタッフの手配と連絡・調整・契約 

（６） 事業実施に必要な会場・機材の手配、施設管理者との各種調整 

（７） 事業内容に合った制作担当の設置及び当日の運営 

（８）参加者及び観覧者に対するアンケートの実施と集計 

（９）広報業務 

（１０）事業の記録・報告 

     事業の経過及び公開・発表を写真及び映像で記録し、データで納品すること。 

（１１）著作権等の各種権利処理 

（１２）その他、上記業務に付随する業務全般 

 

６ 個人情報の取り扱い、情報セキュリティ及び事故等の対応 

（１） 個人情報の保護の重要性に照らし、委託業務の実施にあたっては、別紙「個人情報

の取扱いに関する特記事項」に則りその取り扱いに適正を期し、個人の権利利益を

侵害することのないよう努めること。 

（２） 個人情報の取り扱い及び情報セキュリティについて体制が整っていることを確認

するため、契約締結時に受託者においてこれらを定めたプライバシーポリシー等

の規定や情報セキュリティに関する安全管理措置（マニュアル）等を提出すること。 

（３） 個人情報の漏えい及び情報セキュリティに関する事故を含め、事業に関係する事

件・事故・苦情等が発生した場合には、速やかに当委員会へ報告すること。また、

契約締結後速やかに当委員会と調整し、緊急事態発生時の連絡体制を作成するこ

と。 

 

７ 支払方法 

支払いは月毎とし、月毎の業務報告書の提出を受け履行確認した後に、受託者から適法

な請求書を受領した日から３０日以内に行うものとする。 

 

８ 環境により良い自動車利用 

 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守するこ

と。 

（１）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12年東京都条例第 215号)第

37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成４年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車で

あること。 



 なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の掲示

又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

９ その他 

（１） 実施内容については、契約締結後、当委員会と協議の上、確定することとする 

（２） 本委託仕様書に定めのない事項及び内容に疑義が生じた場合は、協議の上、決定

すること。 

（３） 受託者は、委託業務の実施に当たっては、この契約に関連する他の法令等を十分

に遵守しなければならない。  

（４） 受託者が本業務委託に起因または関連して作成したチラシ、ウェブサイト、録画

物、録音物、写真等の制作物の著作権等は、当委員会に帰属する。また、受託者

は、当委員会が許諾した第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。  

（５） 受託者は、本業務委託に係る著作権等の各種権利処理を行うこと。 

（６） 受託者は、本業務委託により作成した制作物に関して、第三者の著作権その他の

一切の権利を侵害していないことを保証する。 

（７） 受託者は、本業務の実施期間を通して、新型コロナウイルス感染拡大の防止策を

講じ、関係者および参加者の安全確保に努めること。 

 

１０ 担当 

東京芸術祭実行委員会事務局 村岡 

〒１０２－００７３東京都千代田区九段北４－１－２８ 九段ファーストプレイス５階 

電話  ０５０－１７４６－０９９６（平日１０時～１８時） 

ＦＡＸ ０３－６２５６－８８２８ 

E-mail  tokyofestival@artscouncil-tokyo.jp 


